
「高島市行財政改革推進計画」
令和３年度主な取組み状況

行財政改革推進本部
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R3推進計画の進行管理

令和３年８⽉に策定した「⾼島市行財政改革推進計画（令和３年度〜５年度）」に基づき、
５５項目の取組みを進め、行財政改革推進本部において進行管理を行いました。

2

… … … R6
3 5 … 7 8 9 10 11 12 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 5 6 7 8 … …

第2期⾼島市
行財政改革計画
（Ｒ2〜Ｒ6）

Ｒ3推進計画

Ｒ4推進計画

R4
4 4 4

R2 R5R3

Ｒ4実績
まとめ・公表

計画策定

計画策定

計画策定
Ｒ3実績
まとめ・公表

中間進捗報告

中間進捗報告



推
進
計
画
の

進
行
管
理

令和３年度における各項目の取組み内容は下表のとおりであり、５５項目のうち目標以上に進んだ
ものは５項目、目標より遅れたものが２項目となりました。

目標未達成の課題については、今後、早期に目標を達成できるよう取組みを進めていきます。

取組みの柱 取組
項目数

目標以上
Ａ

目標どおり
Ｂ

遅れている
Ｃ

未着手
Ｄ

１．財政基盤の力を⾼める ３４ ３ ２９ １ ０

２．職員の働き方の質を⾼める １１ ２ ７ １ ０

３．多様な主体との連携力を⾼める １０ ０ １０ ０ ０

計 ５５ ５
(９.１%)

４８
(８７.３%)

２
(３.６%)

０
(０%)

※計画の進行管理に関する項目を除く
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１．財政基盤の力を⾼める

No04 ふるさと納税の獲得

ふるさと納税の寄付額は目標としていた6億円を超える6.35億円
を達成できました。
併せて、課題であった経費率においては、契約の一部を見直し、

広告やイベント出展等の抑制等で、寄付額を維持しながらも経費率
を1.5％削減することができました。

「 た か し ま 学 生 エ ー ル 便 」
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〇寄付額 6.35億円（前年比：99.7％）
〇リピート率 19.9％（前年比：114.4%）

No07公金の運用方法の拡充（債券運用）

将来的に基金が減少していく見通しの中で、資金の流動性を確保
し、より有利な運用ができるために、これまでの基金毎の運用から、
一括運用に改めるとともに、運用期限も最⻑20年までできるように
R3.8⽉に公金の管理運用基準を見直して、債券運用に取り組むこと
にしました。
令和3年度は、地方債【広島県 公募公債（20年）利率0.434％】

を2億円購入し、定期預金と比べて有利な運用ができました。
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１．財政基盤の力を⾼める
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No27 介護保険事業の運営健全化

介護が必要な状態にあっても、住み慣れた地域で自分らしく
暮らせるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援を一体的に
提供できる地域包括ケアシステムの構築を推進しています。
介護保険事業の安定した財政運営を行うため、電話催促や

徴収訪問、催告書送付による保険料の徴収強化や介護給付の
適正化事業に取り組み、令和3年度は目標値以上に達成することが
できました。

〇介護保険料収納率（現年分）
目標 99.4％ → 実績 99.5％

〇介護給付費通知
目標 4,120件 → 実績 5,546件

〇介護給付基金積立額
目標 25百万円の取り崩し → 実績 30百万円の積み立て
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２．職員の働き方の質を⾼める

No37 職員数適正化計画の推進と改訂

同計画の令和8年4⽉1日の目標職員数である480人を前倒し
で達成する結果となりました。一方で、専門職の確保等が課
題としてあります。
会計年度任用職員を含めた職員配置について、限られた

人員で効率的かつ効果的な行政運営が図れるよう、各職種の
必要性を部局⻑ヒアリング等で精査した上で、人事評価を
踏まえて適正な人員配置に努めます。

職員適正化計画 職員数目標と実績
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目標人数 実績人数
R4.4.1現在 ４９３ ４８０
R8.4.1目標 ４８０

No39 オンライン会議システムの活用

令和3年1⽉からPC端末12台によるシステム運用を開始し、
令和3年度は延べ1,522回の利用がありました。人と人の
接触機会を減らし、感染リスクを低減するため、また、移動
時間や出張旅費の削減にもつながるため、引き続き、オンラ
イン会議を積極的に活用します。

目 標 実 績

会議開催回数
（回） ４８０ １，５２２

導入による
削減時間
（時間）

２４０ ７６１

導入による
削減効果額
（千円）

９６０ ３，０４４

オンライン会議システムの運用実績（延べ回数）



推
進
計
画
の

進
行
管
理

No34 健全な経営基盤の確立（陽光の里）

年度前半はベッド稼働率が低下したものの、後半は市⺠病院との経営統合・連携強化による
効果として、入所者の受入調整の迅速化を図り、後半は改善に向かうことができました。
しかし、本年度につきましてはベッド稼働率は90.3％と目標である95％を下回っているため、

Ｃ評価としました。

【令和3年度ベッド稼働率 90.3％】
04⽉ 86.8％、05⽉ 80.7％、06⽉ 79.5％、07⽉ 84.1％、08⽉ 88.9％、09⽉ 88.1％、
10⽉ 87.2％、11⽉ 96.5％、12⽉ 97.8％、01⽉ 98.6％、02⽉ 98.3％、03⽉ 97.0％

No43 定型的な事務作業の自動化（RPA実証実験）

本取組では令和2年度に6業務を選定し、令和3年度に職員による実証実験を計画しましたが、
RPAに適さない業務を除外したことや自動化のシナリオ作成にはプログラミング言語等の⾼度な
専門知識を要することが課題となり、実際に実施できたのは1業務だけであったため、Ｃ評価と
しています。
今回の結果により、今後のRPA導入においては、シナリオ作成やシステム導入に必要となる経費と

導入による効果額を見極めながら検討していきます。

【RPA実証実験対象業務】
①総合戦略課 ふるさと納税寄付データ取り込みおよび髙島屋発注表作成
②契約検査課 電子入札システムへの登録 ③契約検査課 契約審査会資料の作成
④契約検査課 紙入札書類の作成 ⑤人事課 退勤データの作成 ⑥人事課 通勤手当の認定 7

進捗が遅れている（または目標値に達していない）主な取組み



R3行財政改革推進計画取組事項（目次）

1 未利用市有地（遊休財産）の売却処分等の推進 11 行政管理課 B

2 借地契約の改善 11 行政管理課 B

3 公用車広告事業の導入 11 行政管理課 B

4 ふるさと納税の獲得 11 総合戦略課 A

5 債権管理体制の強化 11 納税課 B

6 市税の収納率向上対策 12 納税課 B

7 公金の運用方法の拡充（債券運用） 12 会計課 A

8 12 上下水道課 B

9 12 行政管理課 B

10 物件費の見直し（包括施設管理業務の導入） 12 行政管理課 B

11 物件費の見直し（公用車の適正管理） 12 行政管理課 B

12 物件費の見直し（公共交通体系の最適化） 13 都市政策課 B

13 物件費の見直し（市営住宅政策空家の移転促進） 13 都市政策課 B

14 物件費の見直し（消防車両の更新） 13 消防総務課 B

15 補助費等の見直し（土地改良事業補助金等の改定） 13 農村整備課 B

16 補助費等の見直し（地域産業創造事業補助金の改定） 13 商工振興課・観光振興課 B

17 補助費等の見直し（定住住宅取得補助の改定） 14 市民協働課 B

18 市債残高の圧縮 14 財政課 B

19 投資的経費の見直し（橋梁点検の直営化） 14 土木課 B

20 投資的経費の見直し（公共事業の平準化による計画的な推進） 14 土木課 B

21 14 市民協働課ほか B

22 公共施設再編への取組み（保健センターの再編） 14 健康推進課 B

23 公共施設再編への取組み（朽木ふれあいセンターの休止） 15 長寿介護課 B

24 15 行政管理課 B

25 公共施設再編への取組み（公共施設再編の推進） 15 行政管理課 B

基本方向 推進方向 推進項目 通番 具体的な取組項目 頁 所管課

１．
財政基盤の
力を高める

（１）
歳入の確保

①
財産処分等の促進

②
自主財源の確保

（２）
歳出の見直し

①
選択と集中の更なる徹底

使用料、手数料等の見直し（水道料金の適正化）

使用料、手数料等の見直し（公共施設にかかる使用料の適正把握）

③
受益者負担の適正化

②
公共施設の適正管理と再編

公共施設再編への取組み（今津東コミュニティセンターの大規模改修に伴う機能集約・複合化）

公共施設再編への取組み（用途廃止施設の除却管理）
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R3行財政改革推進計画取組事項（目次）

基本方向 推進方向 推進項目 通番 具体的な取組項目 頁 所管課

26 国民健康保険事業の安定運営 15 保険年金課 B

27 介護保険事業の運営健全化 15 長寿介護課 A

28 介護認定調査業務の見直し 15 長寿介護課 B

29 水道事業基本計画の実施（小規模水道施設の統廃合） 16 上下水道課 B

30 水道事業の運営健全化（収納率向上・外部委託の推進） 16 上下水道課 B

31 下水道事業経営戦略の推進 16 上下水道課 B

32 下水道事業の運営健全化（収納率向上） 16 上下水道課 B

33 病院改革プランの推進 16 市民病院 B

34 健全な経営基盤の確立 17 陽光の里 C

35 時間外勤務手当の縮減 17 人事課 B

36 17 子育て支援課 B

37 17 人事課 A

38 内部事務のＩＣＴ推進 17 情報政策課 B

39 オンライン会議システムの活用 18 情報政策課 A

40 ペーパーレス会議の推進 18 行政管理課 B

41 除雪管理システムの導入による事務の効率化に向けた実証実験 18 土木課 B

42 広域連携、共同処理、共同調達の推進（基幹業務系システムのクラウド化） 18 情報政策課 B

43 定型的な事務作業の自動化 18 情報政策課 C

44 市役所のあるべき姿を目指して 19 人事課 B

45 行財政改革を進める職員の意識改革 19 行政管理課 B

46 地域住民の連携推進（新たな仕組みづくり） 19 市民協働課 B

47 市政モニター制度の充実 19 企画広報課 B

48 補助費等の見直し（みんなで創るまちづくり交付金制度の改定 ） 19 市民協働課 B

①
電子化の推進

１．
財政基盤の
力を高める

（３）
経営の健全化

①
特別会計

②
地方公営企業会計

①マネジメント体制の強化

②
人員体制の適正化 職員数適正化計画の推進と組織改革

（２）
ICTを活用した

業務改善

②
業務プロセスの標準化

（３）
自律型の人材育成

①
職員の意識改革と能力開発

３．
多様な主体との
連携力を高める

2．
職員の働き方の

質を高める

（１）
執行体制の見直し

①
市民主体の市政運営

（１）
地域力の強化

子育て支援センターとつどいの広場の再編

9



R3行財政改革推進計画取組事項（目次）

基本方向 推進方向 推進項目 通番 具体的な取組項目 頁 所管課

49 外部委託の推進（ＭＩＣＳセンター運営業務） 19 環境政策課 B

50 外部委託の推進（地域包括支援センター業務） 20 地域包括支援課 B

51 外部委託の推進（公金収納業務） 20 会計課 B

52 外部委託の推進（学校給食センター調理業務） 20 学校給食課 B

53 外部委託の推進（各種イベント） 20 観光振興課 B

54 指定管理者制度の適正運用（体育施設への導入と拡大） 20 市民スポーツ課 B

55 21 総合戦略課 B

56 高島市行財政改革推進計画の進行管理と評価 21 行政管理課 B計画の進行管理

第２期高島市まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進

３．
多様な主体との
連携力を高める

①
民間活力の効果的な導入

（２）
公民連携の推進
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高島市行財政改革推進計画　令和３年度主な取組み状況

目標
以上

目標
どおり

遅れて
いる

著しく
遅れて
いる

A B C D

1 1 1 1 ①
未利用市有地（遊休
財産）の売却処分等
の推進

行政管理
課

継続 ★

　売却可能な財産を
洗出し毎年度計画的
に財産処分を進め
る。

2 1 1 1 ② 借地契約の改善
行政管理
課

継続 ★

　定期的に借地状況
調査を実施し、借地
の継続が不要と判断
される土地について、
地権者との返却に向
けた協議を実施する。

3 1 1 2 ①
公用車広告事業の
導入

行政管理
課

継続 ★

　広告掲載可能台数
の拡大や広告掲載可
能期間の延長を検討
する。

4 1 1 2 ② ふるさと納税の獲得
総合戦略
課

継続 ★

　経費率50％以下の
運用で、寄付額6億円
を安定化させ、今後
の拡大につなげていく
ことが課題。

5 1 1 2 ③
債権管理体制の強
化

納税課 継続 ★

　引き続き、収納対策推
進本部会議等の開催に
より情報共有に努めると
ともに、近隣の市町等に
おいて収納率向上に関
して先進的な事例等を
情報収集し、滞納額の
縮減および収納率を上
げる。

令和３年度評価
実績年度の課題
次年度以降の

取組内容

通
番

基本
方向

推進
方向

推進
項目

具体的な取組み

　市外に住んでいても高島と何らかの関わりを持つ「関係
人口」開拓との相乗効果を図りながら、ガバメントクラウド
ファンディングの活用、寄付金付き商品の開発、市内イベ
ント参加権の返礼品化など、新しい寄付の獲得手法を開
拓する。また、寄付者のリピート率や寄付単価を向上さ
せ、業務の効率化を図る。
◆寄付額　6億円、リピート率　20.0％

　寄付額は635,678千円と、昨対比で約2,000千円の減となったが、一方で数年の課題
であった経費率について、①令和2年7月から実施した大手中間事業者との契約変更
（率）が今年度においては通年適用となったこと、②手数料率が高率であるポータルサ
イトでのオプション広告の廃止、③企業寄付の伸び、④各ポータルサイトの無料PR枠を
活用した細やかな返礼品情報の掲載や、寄付者へのメルマガ配信　等により、広告露
出が減少したにもかかわらず昨年同等の寄付を維持することができた。寄付額630,000
千円ベースで1.5%の経費率削減であるため、9,450千円程度の経費削減にもつながっ
た。
　加えて、毎年、新たな取組を行うことを目標に、令和3年度は①返礼品なしで、使途そ
のものに共感いただく寄付として「たかしま学生エール便」のためのガバメントクラウド
ファンディング、②本市が観光地で市外からの誘客があることを活かし、市内3つの道
の駅でふるさと納税を受け付け、その場で返礼品をお持ちいただく企画を実施した。
◆寄付額　6.35億円、リピート率　19.9％

所管課
目標到
達年度

令和３年度【計画】 令和３年度【実績】

　「遊休財産処分方針」に基づき遊休地の有効活用や売却
に取り組むこととし、遊休財産処分推進本部において処分
箇所、処分方法等を定めて処分を推進する。
　また、行政財産についても余裕敷地や余裕床を洗い出
し、貸付に向けた環境整備や要件緩和などの条件整備を
進める。
◆売却処分　20,000千円

○売却可能な遊休財産について計画的に売却を進める事ができた。
○随意契約により売却を行った。
◆売却処分実績 25,257千円

　長期間にわたり借り上げている民有地について、長期的
な視点から今後も必要と判断される土地については、買収
するなど取得に努める。
　また、利用頻度が低く借地の継続が不要と判断される土
地については、現状復旧費用を踏まえた上で地権者との
返却に向けた協議を行っていく。
　令和元年7月現在　177件　231筆　　316,959.16㎡

○関係課に依頼し借受地の現状把握等を行った。
○関係課に返却可能な借受地の検討依頼を行った。
○借地の返却に向けた交渉を各担当課で行った。
○返却可能な借受地の交渉を行い、1件の返却を行った。
（朽木荒川集会所）

　市と民間企業等との協働により市の新たな財源を確保す
るとともに地域経済の活性化を図るため、高島市役所本庁
舎にある公用車を広告媒体として活用する高島市公用車
広告事業を導入する。
　また制度運用実績の分析を通じて、公共施設内等への
広告媒体の拡大やネーミングライツ導入の可能性につい
て調査研究を進める。
◆広告掲載台数　50台

　令和2年度から掲載している広告の延長を希望する企業や新規掲載
を希望する企業があるなど、広告事業について市内でも一定認知がさ
れ始めた。
【応募状況】
　○令和3年度募集台数　　通年掲載33台、半年掲載14台
　○広告掲載台数　　　　　　計47台
　○広告料収入　R3年度…月額2,500円×（12ヶ月×33台＋6ヶ月×14
台）＝1,200,000円

　公債権、私債権の徴収事務に携わる関係各課の庁内連
携体制の強化、非強制徴収公債権・私債権の回収手続き
の外部化の検討ならびに市税および税外徴収金の収納率
を向上させる。
◆収納率　94.05％

　債権管理委員会の開催（1回）、収納対策推進本部会議の開催（4回）
　
◆収納率  93.52％（実績数値はR4.3月末現在。）
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6 1 1 2 ④
市税の収納率向上
対策

納税課 継続 ★

　引き続き、新規滞納
者への早期着手と「徴
収・差押・停止」という
徴収の基本姿勢を堅
持し、滞納者の状況
に応じて差し押さえ等
厳正な滞納処分を進
める。

7 1 1 2 ⑤
公金の運用方法の
拡充（債券運用）

会計課 継続 ★

　債権運用は長期に
わたり現金化できなく
なる。このため財政部
局と連携し、長期財政
計画等と整合を図りな
がら、安全で確実、有
利な運用に努めた
い。

8 1 1 3 ①
使用料、手数料等
の見直し（上下水道
料金の適正化）

上下水道
課

R５ ★

　令和5年度の料金改
定に向け、今年度に
部局内の検討を完了
し、次年度に協議・調
整を進める。

9 1 1 3 ②

使用料、手数料等
の見直し（公共施設
にかかる使用料の
適正把握）

行政管理
課

R５ ★
　次年度においても引
き続き検証を行う。

10 1 2 1 ①
物件費の見直し（包
括施設管理業務の
導入）

行政管理
課

R４ ★
　今後も順次検討を
行い経費の削減、事
務軽減を図る。

11 1 2 1 ②
物件費の見直し（公
用車の適正管理）

行政管理
課

継続 ★

　公用車管理計画に
基づく計画的な更新・
適正配置に努め更な
る経費削減に取り組
む。

　水道事業の健全で安定した運営の維持には、水道事業基本計画（平
成31年3月策定）に基づく事業の推進が重要であり、その事業に必要
な財源である水道料金収入の確保に向けて、計画的に水道料金の改
定を行う。
　また、下水道事業の健全な運営に向けて、下水道事業経営戦略（平
成29年3月策定）で「地方公営企業法の適用に伴い、原価償却費を含
めた経費を明確にすることにより、適正な下水道使用料水準を検証す
る。」としていることから、適正な下水道使用料収入の確保に向けて、
下水道使用料を計画的に見直す。
◆検討協議　4回

　前年度に引き続き課題整理を行うとともに、改定案の作成を進めた。
◆検討協議　4回

　公共施設（庁舎など）の保守点検や清掃などの維持管理
に関する業務については、各所管において業務委託を発
注しているが、関連する業務や施設の所在地毎に業務を
発注する方が合理的であるため、内容を精査したうえで業
務を一括して委託する。
◆年間39業務→6業務

　長期契約2年目となる機械警備、本庁清掃業務を滞りなく実施した。
◆年間39業務→6業務　削減額1,498千円

　公用車の適正保有台数を定めた「高島市公用車管理計
画」に基づいて、計画的な更新を行いながら車両の適正な
管理と維持管理経費の削減を図る。
◆公用車保有台数　  92台

　計画どおり公用車保有台数の適正化を図った。
　 新車購入台数　　　　7台
　 廃車台数　　　　　　　6台
◆公用車保有台数　  92台

　これまで、市の基金は銀行等の定期預金として運用して
いたが、日銀の金融政策等により定期預金金利が低下
し、運用収入が年々減少しているため、令和3年度より「債
券」による運用も行うこととした。
　令和4年度以降も財政部局と連携し、長期財政計画等と
整合を図りながら、安全で確実、有利な運用を行う。

　将来的に基金が減少していく見通しの中で、資金の流動性を確保し、
より有利な運用ができるようR3.8月に公金の管理運用基準を見直し、こ
れまでの基金毎の運用から、一括運用に改めるとともに、運用期限も最
長20年までできるように見直した。
　令和3年度は、地方債【広島県　公募公債（20年）利率0.434％】を2億
円購入。定期預金と比べて有利な運用ができた。

　市の公共施設使用料は、公共施設にかかる近年の管理運営環境の
変化に適切に対応するとともに、受益と負担の公平性の観点から、施
設使用料の算定方法を統一したうえで、使用料の全面的な見直しを行
い、平成27年7月に使用料を改正した。同時に平成21年度から実施し
てきた市民無料化施策を終了するとともに、新たな減免基準を定め
た。
　市民ニーズや維持管理に要する費用の変化を的確に把握するため、
施設分類別に3年周期で把握・検証し、受益者負担の適正性を検証す
る。

　令和3年度において検証対象とした29施設について把握・検証した結
果、概ね適正であった。

　「徴収・差押・停止」という徴収の基本姿勢を堅持し、納付
勧奨による自主納税が見込めない場合は、債権差押えを
積極的に進めるとともに、滞納者の内容に応じて厳正な滞
納処分を進める。
　また、滋賀県西部県税事務所高島納税課との共同徴収
（H25.8～）により、引き続きスケールメリットを活かしたきめ
細やかな徴収体制を確保し、情報の共有と徴収技術の研
鑽に努め、収納率を向上させる。
◆収納未済額の圧縮　前年対比14,600千円

　令和3年度は、新規滞納者の発生を抑えるため、現年度分の滞納者
への早期着手を中心に行い、収納未済額の圧縮につながった。
差押（431件）、分納誓約（374件）、交付要求（15件）、執行停止（55件）を
実施した。（件数は、R4.3月末時点）
◆収納未済額の圧縮　67,742千円
  （実績数値は3月末現在、徴収猶予を除く）
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12 1 2 1 ③
物件費の見直し（公
共交通体系の最適
化）

都市政策
課

R３ ★

　公共交通計画を策
定するとともに、先進
事例等の調査も行
い、高島市にとって最
適な公共交通体系と
なるよう検討を行う。

13 1 2 1 ④
物件費の見直し（市
営住宅政策空家の
移転促進）

都市政策
課

継続 ★

　令和3年度で当初計
画していた政策空家
からの移転は完了し
たが、新たに耐用年
数を経過する団地を
政策空家とし、市営住
宅の規模の適正化を
図る必要がある。

14 1 2 1 ⑤
物件費の見直し（消
防車両の更新）

消防総務
課

継続 ★

　今後も、車両・消防
資機材の価格高騰等
の状況を見極めつ
つ、車両更新計画に
基づき、単年度当りの
必要経費を考慮し、
適正な更新・車両維
持管理を行う。

15 1 2 1 ⑥
補助費等の見直し
（土地改良事業補助
金等の改定）

農村整備
課

R４ ★
　引き続き、年度別計
画に基づき、補助金
単価の見直しを行う。

16 1 2 1 ⑦
補助費等の見直し
（地域産業創造事業
補助金の改定）

商工振興
課・観光振
興課

Ｒ５ ★

　商工会活動事業補助
金のうち、人件費に係る
補助率を見直す。
　観光協会については、
これまでの行政依存か
ら脱却し、多様化する観
光客のニーズへの即時
対応や地域における観
光振興の舵取り役への
進化を期待し、補助金
の削減と自主財源の確
保に向けて調整を進
め、市補助金について
は一定額まで削減する
ことができた。

　市営住宅のうち、耐用年数が経過し老朽化が進んでいる
政策空家について、入居者の安全を考えさらに住み替え
を促進する。
◆市営住宅からの移転数　12戸

　令和3年度末に用途廃止となる住宅入居者に移転促進に向けて丁寧
な説明を行った。
　その結果、用途廃止となる住宅の入居者の移転の了解を得られた。
◆市営住宅からの移転数　12戸

　消防車両更新を現状の目安としている経過年数約20年
を、車両の状態や維持管理状況を考慮し、消防団車両に
ついては更新目安を25年に延長する。
　また、消防ポンプ積載車を普通自動車から軽自動車へ
変更することや、小型消防ポンプの配置を見直す。
◆当初計画：消防ポンプ自動車3台、小型動力ポンプ積載
車（普通車）1台の更新　総事業費　101,500千円

【計画の見直しによる消防車両等の更新】
◆変更計画：消防ポンプ自動車2台、
　　　　　　　　 小型動力ポンプ付積載車（軽自動車）1台の更新
　　　　　　 　　総事業費　73,519千円
　 削減額：101,500千円－73,519千円＝27,981千円

　安定的な農業振興を図るため、管理する農用地の面積
に応じ土地改良区の運営費の一部を補助しているが、県
内他市町と比べ優遇されていることから補助金等の見直し
を実施する。
◆補助金単価の見直しによる削減　3,390千円

　H29年度1,100円/10aであった補助金単価を、毎年度100円/10aずつ
減額し、最終R4年度に600円/10aとするため、R3年度は700円/10aに減
額した。
◆補助金単価の見直しによる削減　3,394千円

　行政の一部を担う事業を受託するなど、公的な団体に対
して行っている各種補助金について、県内他市の状況や
団体の運営体制、経営状況を見極めたうえで補助金のあ
り方を見直す。
◆商工会（人件費）補助金の率の見直し　▲5％
◆観光協会の補助金額の見直し　▲2,600千円

　観光協会等活動事業補助金については、団体との協議の中で自主財
源の確保に努めるよう指導するとともに、予定どおり市補助金を減額す
ることができた。一方で、専門的な知識を有する人材の確保・育成につ
いては、喫緊の課題としてあることから、今後は、「組織力の強化」、とり
わけ「人材の確保・育成」に向けた取組みを進める。
◆商工会（人件費）補助金の率の見直し　▲5％
◆観光協会の補助金額の見直し　▲2,600千円

　公共交通は、高齢者や子ども、障がい者などマイカーを
運転できない市民にとって重要な移動手段となっている。
収支割合が悪い路線については更なる対策を進め、「採
算性の改善」と「利便性の維持」の両立を図る。
◆地域公共交通会議開催　4回、先進地事例調査　3箇所

　持続可能な公共交通サービスを目指し、地域公共交通会議におい
て、地域公共交通計画の策定に向けて業務委託を行い、素案を作成し
た。
◆地域公共交通会議開催　5回、先進地事例調査　0箇所
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17 1 2 1 ⑧
補助費等の見直し
（定住住宅取得補助
の改定）

市民協働
課

R４ ★

　定住住宅取得補助に
関する問い合わせも減
り、ある程度、補助金の
新規申請を受付してい
ないことも理解されてき
たので、経過措置として
残っている継続分の申
請を適切に処理する。

18 1 2 1 ⑨ 市債残高の圧縮 財政課 継続 ★

　財政の硬直化を避
け弾力的な財政運営
を図るため、借入金
額が元金償還金額を
超えることがないよ
う、行財政改革を着実
に進め、市債残高の
圧縮に取り組む。

19 1 2 2 ➀
投資的経費の見直
し（橋梁点検の直営
化）

土木課 継続 ★

　今後、委託点検・直
営点検の費用対効果
などを比較検証し、適
切な業務体制となる
よう検討を行うものと
する。

20 1 2 2 ②

投資的経費の見直
し（公共事業の平準
化による計画的な
推進）

土木課 継続 ★

　橋梁定期点検結果で
補修が必要となった橋
梁について、早期に対
策を講じていく。
　道路整備プログラムの
上位ランク路線より、財
源等を確保しながら計
画的に整備を進める。

21 1 2 2 ③

公共施設再編への
取組み（今津東コ
ミュニティセンターの
大規模改修に伴う
機能集約・複合化）

市民協働
課ほか

R３ ★

　引き続き、廃止や譲渡等
に向けて関係者と協議を
進め、方向性を決定する。
今津北コミセンは集約に向
けて、利用団体へ説明を
行い、部署間連携により令
和4年度に複合施設として
オープンするため、協議調
整を進める。

22 1 2 2 ④
公共施設再編への
取組み（保健セン
ターの再編）

健康推進
課

R３ ★

　現在はコロナワクチ
ン接種会場として活
用しているが、今後コ
ロナウイルス感染症
の動向を注視しつつ
進捗を図っていく。

　全国的に人口の都市集中傾向が高まる中、市内の生産
年齢人口の流出に歯止めをかけることを目的に、様々な
定住住宅に関する補助金制度を実施してきた。しかし、住
宅の新築・購入にかかる定住住宅取得補助については、
効果的な誘導策になっていない現状があることから、平成
30年度末で新規申請を締め切り、その後において廃止す
る。
◆継続分申請件数　68件

　計画どおり令和3年度継続分（平成29年、30年新規申請分）の68件の
申請受付を行い、適切に補助金を交付した。
◆継続分申請件数　68件

　総合計画の実現に向けた投資的な主要施策について
は、予算の平準化や将来負担比率なども考慮し、合併特
例債など財政優遇措置のある起債活用により将来負担の
軽減に努める。また、財政の硬直化を避け弾力的な財政
運営を図るため、財政融資資金の任意繰上償還について
今後検討を行い市債残高の圧縮に努める。
◆市債残高　25,076百万円

　市債の発行額および元金償還額
　　発　 行 　額 ： 2,619,311千円
　　元金償還額 ： 3,296,658千円
◆市債残高　25,173百万円

　平成26年に義務付けられた橋梁の近接目視による点検
については、これまで外部委託により実施してきたが、簡
易橋などの一定規模以下の橋梁については直営での点
検をすることが可能であるため、直営点検へ移行すること
としその体制を整える。
◆直営点検橋梁数　30橋
◆研修会参加人数　2人

◆直営点検橋梁数　29橋
◆研修会参加人数　0人（コロナ禍のため研修会が開催されなかった。）

　平成31年度までとされてきた合併特例債の発行期限に
併せ公共事業の進捗を図っていたが、その発行期限が令
和6年まで延長されたことから、今後5年間の安定的な事務
量・工事量となるよう公共事業の平準化を行う。

　【橋梁長寿命化事業】　・橋梁点検業務　1業務（111橋）　・橋梁補修設計　0橋　・橋梁
補修工事　9橋
　令和2年度より財源が、社会資本交付金から道路メンテナンス事業費補助へ変更（新
規創設）となり、国からの財政的支援が安定して受けられることとなった。これにより、
橋梁定期点検結果で補修が必要となった橋梁について、早期に対策を講じていく。
　【道路改良事業】
　　・道路改良工事　7路線（弘川深清水線、保坂杉山線、想い出の森線、
　　地方創生（中庄大沼浜線、深清水湖岸線、湖岸線、マキノ浜線）)（※繰越3路線）
　　・道路改良設計　3路線（蛭口国道取付線、寺久保石庭線、大塚南市線）（※繰越1
路線）

　今津東コミュニティセンターの改修に合わせて、周辺公共施設
の現状や今後の再編に向けての方向性を検討し、可能な施設
の集約を実施する。
　今津地域にある今津北コミュニティセンター、今津上コミュニ
ティセンター、今津宮の森コミュニティセンターを今津東コミュニ
ティセンターへ集約する。
　また、近隣にある琵琶湖周航の歌資料館についても、今津東コ
ミュニティセンターへ複合化する。

　令和4年4月より今津北コミュニティセンター（今津公民館）の機能を今
津東コミュニティセンターへ集約するため、地元区、利用団体への説明
および東コミュニティセンターの指定管理者、関係部局との協議・調整を
行った。

　市内の保健センターについては、公共施設再編計画の
方向性を重視しつつ、拠点化整備や複合化を推進しなが
ら、地域内での保健福祉施設のあり方を検討する。

　令和2年度に、マキノ保健センターを所管する長寿介護課と、朽木保
健センターを使用している高島市商工会と、それぞれの施設の方向性
について、施設の用途廃止の方向で調整を行った。
　しかし、マキノおよび朽木保健センターについては、令和3年度以降も
新型コロナワクチン接種会場として使用することから、当分の間は保健
センターとして活用することとした。
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23 1 2 2 ⑤
公共施設再編への
取組み（朽木ふれあ
いセンターの休止）

長寿介護
課

R３ ★

　開館の方法（申請が
あった時間のみ）につい
て、運用をより効率的に
行えるよう検討する。
　利用状況や必要性を
調査し、施設の本来の
役割と公平性から休止
の適正について検討を
行う。

24 1 2 2 ⑥
公共施設再編への
取組み（用途廃止施
設の除却管理）

行政管理
課

継続 ★

　除却が決定した公
共施設についてその
後の利用計画等を検
討したうえで計画的な
除却を進める。

25 1 2 2 ⑦
公共施設再編への
取組み（公共施設再
編の推進）

行政管理
課

継続 ★

　継続して施設再編に
取り組み、令和6年度
末10％削減の目標達
成に向けて着実に再
編を進めていく。

26 1 3 1 ①
国民健康保険事業
の安定運営

保険年金
課

継続 ★

　更なる経営の安定
のため、保険料水準
の統一を目指し協議
を進める。

27 1 3 1 ②
介護保険事業の運
営健全化

長寿介護
課

継続 ★ ―

28 1 3 1 ③
介護認定調査業務
の見直し

長寿介護
課

継続 ★

タブレット端末等を導入
して認定調査員の事務
負担を軽減するため、シ
ステム等の選定および
見積もり徴取を実施す
る。

　高齢者の介護予防や健康づくり活動の場として整備され
たが、利用者が限定されている現状であり、過去には指定
管理者制度も導入し民間活力を生かした有効利用に取り
組んできたが、その状況は改善されなかったため検討の
結果、計画的に休止することとする。

　令和3年4月より入浴施設を休止したことで、施設利用収入はなくなっ
たものの、維持管理経費の削減が図れた。

　平成29年に策定した公共施設再編計画に基づき、全庁
的な検討により除却が決定した公共施設について、その
維持管理経費や老朽化の状態を考慮しながら土地の処分
見込みや利用計画の有無などを検討し、計画的な除却を
進める。
◆老朽建物の解体工事　1施設

　1施設の解体工事を行った。
◆老朽建物の解体工事　1施設（今津浜分巻糸加工共同作業場）

　介護が必要な状態にあっても、住み慣れた地域で自分ら
しく暮らせるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援を一
体的に提供できる地域包括ケアシステムの構築を推進す
る。
　また、介護保険事業の安定した財政運営を行うため、保
険料の徴収強化や介護給付の適正化事業に取り組む。
◆介護保険料収納率（現年分）　99.4％、介護給付費通知
4,120件、介護給付基金積立額25,875千円取り崩し

　納付催告の発送（延べ1,194人に発送）により滞納解消に取り組んだ。
保険料徴収率、介護給付費通知は計画値を上回り、介護給付基金積立
額については基金を取り崩す予定であったが基金を造成したため。
　保険料徴収率：現年 99.5％
　介護サービス受給者への介護給付費通知を実施した(5,542通）
◆介護保険料収納率（現年分）　99.5％、介護給付費通知　5,546件、介
護給付基金積立額30,263千円造成

　現在、要介護・要支援認定申請の受付後、8名の認定調
査員が自宅を訪問し、心身の状態を確認するために必要
な70項目の「認定調査票」をもとにご本人やご家族から聞
き取り調査を行っている。
①在宅調査員の活用
　年度によって調査件数にバラツキがあることから、調査
件数に応じて雇用する在宅調査員の活用で業務の効率
化・人件費の削減を図る。
②タブレット端末の導入
　70項目にも及ぶ「認定調査票」の確認・登録業務にタブ
レット端末を導入することで業務効率化を図る。

　認定調査員の要介護認定調査業務の効率化を図るため、タブレット端
末や調査システムの仕様を検討した。

　「高島市公共施設再編計画」(H29策定)を着実に推進して
いくためには、時間に余裕を持って再編の合意形成を得て
いく必要がある。地域の核となる施設や多くの人が利用す
る施設が多い中、まずは地域に密着した公共施設の再編
に向けて取り組んできた。令和6年度末の目標「延床面積
比10％削減」を達成するために、令和2年度からは利用者
が多い施設の再編を検討する。
◆公共施設再編に係る進捗状況調査　1回

　令和6年度末10％削減の目標達成に向けて庁内横断的に再編に取り
組むため、行財政改革推進本部会議を開催し、進捗状況の共有を行っ
た。
　各課ヒアリングを行い、個別施設の再編について進捗状況を把握し
た。
◆公共施設再編に係る進捗状況調査　1回

　財政健全化への取組みにより、赤字が解消し経営の安
定化が図られてきている。今後はさらに経営の安定化を図
るために、広域化による保険料水準の統一を視野に入れ
た経営が行えるよう運営を継続する。
◆黒字経営の継続、市町連携会議で協議・検討　5回

　令和3年度の実質収支は黒字となり、昨年度に引き続き不測の事態に
よる財源不足に対応するための保険給付基金に積立を行った。（R3年
度前年度余剰金積立額　70,981千円　基金総額 361,231千円の見込
み）
　さらに令和3年度決算において約34,000千円の剰余金が見込まれる。
　市町連携会議に参加し、保険料水準の統一に向けた協議・検討を
行った。
◆黒字経営の継続、市町連携会議で協議・検討　5回
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29 1 3 2 ➀
水道事業基本計画
の実施（小規模水道
施設の統廃合）

上下水道
課

継続 ★

　上開田地先配水管布設
工事が完了したことから、
マキノ中央配水区域とする
切替作業を行い、本年度
上半期を目途に上開田浄
水場および配水池を廃止
する計画である。
　広瀬南部配水区域を安
曇川配水区域に統合する
ため、送水ポンプ場新設
詳細設計および送水管布
設設計を行う。

30 1 3 2 ②
水道事業の運営健
全化（収納率向上・
外部委託の推進）

上下水道
課

継続 ★

　水道施設の維持管理に
ついては、高齢化する水
道技能員の代替として、民
間委託等の内容検討が必
要となる。そうした中で、朽
木地区水道施設維持管理
業務については、前年度
から施設点検回数を2回／
月に増やして実施している
が、対象施設数の増など
更なる内容検討が必要で
ある。

31 1 3 2 ③
下水道事業経営戦
略の推進

上下水道
課

継続 ★

　前年度に測量および設
計業務を実施した、横山地
区農業集落排水施設を公
共下水道へ接続する。
　また、武曽地区農業集落
排水施設の公共下水道へ
の接続を行うため、測量お
よび設計業務を行い、管
渠整備工事に着手する。

32 1 3 2 ④
下水道事業の運営
健全化（収納率向
上）

上下水道
課

継続 ★

　上下水道包括的業務委
託は、前年度に次期委託
期間（令和4年度から8年
度まで）における受託先を
決定し、現受託者により業
務委託を継続することがで
きた。　引き続き、受託業
者との情報共有等により、
収納率向上に努める。

33 1 3 2 ⑤
病院改革プランの
推進

市民病院 継続 ★

　次年度（令和4年度）
は、診療報酬改定の
年であることから、新
しい施設基準に取り
組み診療報酬の増収
に努める。

　平成30年度に、将来にわたり健全かつ安定的な水道事
業の運営を持続していくため、今後の給水人口や水需要
の動向を見据えたうえで、計画的な施設の改修や耐震
化、統廃合などの実施を定めた水道事業基本計画を策定
した。これに基づき水道事業を経営し、その安定化を図
る。

　新旭東部地区浄水場を廃止し、同区域を新旭中西部配水区域に統合
するための改良工事および配水区域の切り替えを実施した。これによ
り、新旭地域は新旭中西部地区浄水場のみとなるため、新旭浄水場と
した。
　また、上開田浄水場を廃止し、同区域をマキノ中央配水区域に統合す
るため、配水管布設設計業務委託および同工事を行った。

　高島市民病院は、令和3年度から令和7年度を計画期間
とする高島市民病院改革プランを策定し、地域医療の確
保や多様な患者ニーズに対応する社会的使命を果たすた
め、「地域医療構想を踏まえた役割」「経営効率化」「再編・
ネットワーク化」「経営形態の見直し」の4つの視点に立った
病院改革を推進し、地域医療を継続的に提供できる病院
体制を確立する。

　新型コロナ感染症への対応を積極的に進め、発熱外来の検査枠を増
やすなど、安心・安全の医療の提供に取り組むことができた。
　また、所属長会議で毎月の業務指標を確認・共有し、病院全体で経営
改善に取り組んだ。

　効率的な事業運営と経営コストの縮減を図るため、平成
26年度から導入している窓口業務、検針業務、賦課調定・
収納業務、滞納整理業務、給水停止措置に係る業務等の
外部委託（高島市上下水道包括的業務委託）を継続する。
 　また、水道施設維持管理についても委託の検討を行う。
◆収納率（現年度分）　99.19％、収納率（過年度分）
23.72％、水道施設維持管理業務委託内容の検討　22施
設

　収納率向上にむけた受託業者との調整会議（月1回）で情報共有等を
行い、現年度分は目標の収納率を達成することができた。過年度分は
目標の収納率に達さなかったものの、令和元年度の収納率を超えるこ
とができた。
　水道施設の維持管理業務については、市内43施設のうち朽木地区の
22施設について、月1回の定期巡回から月2回に回数を増やして維持管
理業務委託を発注した。
◆収納率（現年度分）　99.43％、収納率（過年度分）　21.25％、
　水道施設維持管理業務委託内容の検討　22施設

　下水道事業は、生活スタイルや社会情勢の変化等により
取り巻く経営環境が大きく変化する中で、人口減少による
使用料収入の減少、施設の老朽化、震災などの災害に対
応するための施設の強靭化による費用の増大が見込まれ
るため、下水道施設全体を中長期的視点に立って、計画
的・効率的に維持管理等を行い、経営の健全化を図る。
◆農業集落排水施設を公共下水道へ接続　1施設

　本年度は、広瀬南部地区農業集落排水施設を公共下水道へ接続す
るため、管渠整備工事およびマンホールポンプ設置工事を実施した。
　また、令和4年度に横山地区農業集落排水施設を公共下水道へ接続
するための測量および設計業務を行った。
◆農業集落排水施設を公共下水道へ接続　1施設

　効率的な事業運営と経営コストの縮減を図るため、平成
26年度から導入している窓口業務、検針業務、賦課調定・
収納業務、滞納整理業務等の外部委託（高島市上下水道
包括的業務委託）を継続する。
◆収納率（現年度分）　82.92％、収納率（過年度分）
90.05％

　収納率向上に向けた受託業者との調整会議（月1回）で情報共有等を
行い、現年度分、過年度分ともに目標の収納率を達成することができ
た。
◆収納率（現年度分）　82.95％、収納率（過年度分）　91.06％
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34 1 3 2 ⑥
健全な経営基盤の
確立

陽光の里 継続 ★

　令和4年度からワン
ランク上の介護報酬
（在宅強化型）を算定
するため、算定に向
けて必要な取組みを
進める。

35 2 1 1 ①
時間外勤務手当の
縮減

人事課 継続 ★

　仕事と家庭の調和をさ
らに進めるため、職場全
体で子育て両立支援等
について理解を深めると
ともに、所属長はその推
進に必要なマネジメント
能力を高める必要があ
る。

36 2 1 2 ①
子育て支援センター
とつどいの広場の
再編

子育て支
援課

R３ ★ ―

37 2 1 2 ②
職員数適正化計画
の推進と組織改革

人事課 継続 ★

　令和4年度中には定年
延長制度の導入を予定
していることや、職員の
世代間バランスの均衡
を図る必要があることな
どから、これらを踏まえ
て計画の見直しを行うこ
ととし改訂作業を進め
る。

38 2 2 1 ①
内部事務のＩＣＴ推
進

情報政策
課

継続 ★

　令和3年度では、本市
のＤＸのビジョンや基本
方針をもとに43施策を取
りまとめた。また、今後
の社会情勢や国・県の
動向を踏まえ、アクショ
ンプランの内容は毎年
度見直しを行っていく。

　利用者の方が安心される良質な介護サービスの提供を図るた
め、相談支援員およびリハビリテーション専門職を拡充し、法に
定める在宅復帰施設として在宅強化型介護老人保健施設を目
指すとともに、施設稼働率等の目標指標を達成する取組みを進
め、経営の安定化、健全化を図る。
　また、現在、別々に運営している病院事業との統合を視野に入
れて、更なる連携強化を図ることで、サービスの向上を図り、経
営の健全化に繋げていく。
◆経常収支比率　100％、ベッド稼働率　95％

　年度前半のベッド稼働率が低かったが、後半は取り戻すことができ
た。
　病院事務部と共同で例月会議を開催し稼働（経営）状況の確認や、課
題解決に向けた方策を協議してきた。
市民病院との連携強化による効果として、市民病院のベッドコントロー
ル会議に参加することで入所者の受入調整がスピーディーに行えた。
◆経常収支比率　97.2％、ベッド稼働率　90.3％

　子育て中の保護者の孤独感や不安感の増大等に対応
するため、引き続き地域子育て支援センターと子育て親子
つどいの広場を子育ての拠点として設置するが、少子化
や低年齢児の保育園入園が増加しているため利用者が減
少している。「子ども・子育て支援あくしょんぷらん2020」で
定めた事業実施箇所数を基本に、今後は事業の実施場所
や役割分担など事業内容等、子育て支援体制を見直す。

   令和３年度から、子育て支援センターを2か所に集約したことで、これ
まで分散していた参加者も集約することにより、子育て世帯同士が交流
する機会が増えた。
　また、これまでより少ない職員体制で、互いの業務を支援し合いなが
ら情報共有を図り、より効果的な事業実施につなげることができた。
　
　令和2年度　事業費（人件費等）　  ＝　15,998千円(a)
  令和3年度　事業費（人件費等）     ＝  10,839千円(b)
　　　　　　　　　　　　　　　　 (b) - (a) 　＝ ▲5,159千円

　計画的な職員採用を行いながら、事務事業の徹底した
見直し、組織体制の見直し、外部委託の推進や多様な雇
用形態の活用など様々な取組みを行い、業務量に応じた
職員の適正配置を図るとともに、職員数適正化計画の目
標数の達成に努めながら、会計年度任用職員制度や定年
延長制度を踏まえ、適正化計画の見直しを行い、さらに効
率的かつ効果的な行政運営に努める。

　平成31年4月より働き方改革関連法の施行により、規則
で時間外勤務の上限を定められたことを踏まえ、業務改善
や状況に応じた応援体制づくりの推進、所属長による勤務
命令の適正な執行管理の徹底に取り組むほか、単に長時
間労働、時間外勤務の縮減のみを目指すのではなく、限ら
れた時間の中でいかに労働生産性を高めていくことができ
るかといった、働き方改革推進にあたっての課題抽出を行
い、具体的施策の展開を図る。
◆時間外勤務手当　10％

　所属長による業務の調整や勤務管理等のマネジメントの実施、マネジ
メントチェックシートの作成、ノー残業デーや全庁完全消灯日の実施に
加えて、令和3年10月の宿直業務の業務委託開始を契機として、庁舎内
の入退出管理の徹底や職員の更なる早期退庁を促したことから、9.1％
削減できた。
◆時間外勤務手当　9.1％

　昨年度の職員採用は、職員数適正化計画に基づき3人を削減目標とし
て実施したところであるが、専門職を中心に応募が少なく募集人数を確
保できなかったことや、当初の想定を上回る早期退職があったことなど
から、同計画の令和8年4月1日の目標職員数である480人を前倒しで達
成する結果となった。
　また、会計年度任用職員を含めた職員配置については、限られた人
員で効率的かつ効果的な行政運営が図れるよう、各職種の必要性を部
局長ヒアリング等で精査した上で、人事評価を踏まえて適正な人員配置
に努めた。

　国が令和2年12月25日に「自治体DX(デジタルトランス
フォーメーション)推進計画」を策定されたことを受けて、AI
やRPA等の最新のデジタル技術を活用して市民の利便性
の向上を図るとともに、行政事務の改善や効率化を進める
ことにより、人的資源を行政サービスの更なる向上に繋げ
ていく。

　ＤＸに関し庁内横断的な調整を行うため、令和3年5月17日にＤＸ推進
プロジェクトチームを設置した。
　令和4年2月までに延べ6回の会議を開催し、「高島市ＤＸ推進戦略」や
「実施施策（アクションプラン）」の内容について協議を行った。
　令和4年3月15日の情報化推進委員会において承認され、3月31日付
けで「高島市ＤＸ推進戦略」と43の施策をまとめた「アクションプラン」を
策定した。
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39 2 2 1 ②
オンライン会議シス
テムの導入と活用

情報政策
課

継続 ★

　これまでは、本庁舎内
でしかオンライン会議用
端末が利用できなかっ
たが、各支所や消防本
部に無線LAN環境を構
築したことにより、さらな
る活用が期待できるよう
になった。
　新型コロナウイルス感
染症の終息時期が見通
せない中、人と人との接
触機会を減らし、ウイル
ス感染リスクを低減する
ため、今後もオンライン
会議システムを積極的
に活用していく。

40 2 2 1 ③
ペーパーレス会議
の推進

行政管理
課

R４ ★

　令和4年度が取組推
進の最終年度である
ので、ペーパーレス化
やモノクロでの資料作
成を意識するように、
周知等で職員意識の
向上に継続して取り
組む。

41 2 2 1 ④

除雪管理システム
導入による事務の
効率化に向けた実
証実験

土木課 継続 ★

　令和3年度は降雪量
の多い山間部の除雪
業者に貸与して実証
実験を行ったので、令
和4年度は市街地の
除雪業者に貸与して
検証する予定である。

42 2 2 2 ➀

広域連携、共同処
理、共同調達の推
進（基幹業務系シス
テムのクラウド化）

情報政策
課

R４ ★

　令和4年度は、4月から8
月までの間にネットワーク
構築、自庁設置サーバ構
築、データ移行、総合テス
ト、職員研修を実施して、8
月20～21日に次期システ
ムへの切替作業を行う予
定である。
　本稼働日は、8月22日
（月）を予定している。

43 2 2 2 ②
定型的な事務作業
の自動化

情報政策
課

継続 ★

 RPA導入において
は、シナリオ作成や修
正に高度な専門的知
識を要するため、サ
ポート費用などを含め
た費用対効果の検証
が必要である。

　現在運用している基幹業務系システムについては、まも
なく保守期限を迎えることから、このタイミングに合わせて
近隣自治体と連携した共同型クラウドシステムに切り替え
る。

　令和3年5月17日、基幹業務系クラウドシステム構築・運用業務に関
し、事業者と仮契約を締結した。
　令和3年6月1日、市議会において財産取得（サーバ、パソコン、プリン
タ、ソフトウェアライセンス）の議決を得て、契約が正式に成立した。　契
約期間： 令和3年6月1日～令和10年6月30日

　少子高齢化社会が進行する中、公務員の業務は複雑
化、多様化しており、働き方改革による長時間労働の解消
が課題となっている。このため、これまでに実施している各
部署への聞取り等を踏まえ、職員が行っている業務のう
ち、単純な事務作業（データ入力、集約、転記等）において
ソフトウェア導入が可能なものや、業務手順の見直しに伴
う事務端末の在り方について見直しを行うことにより、職員
の事務負担等の縮減を図る。

　令和2年度に選定した6業務について、RPAで自動化可能かを再度検
証し実証実験に取り組んだ。
○総合戦略課 ふるさと納税寄付データ取り込みおよび髙島屋発注表
　作成
　自動化した事務：複数の寄付受付ポータルサイトの寄付者情報
　（CSV）の出力削減効果：年間24時間程度（検証期間2か月のため、
　R3の効果は4時間）
○契約検査課 電子入札システムへの登録など選定した5業務は、
　RPAに適さない等から、実証実験を見送った。

　除雪車両運行管理システムを導入することにより、除雪
業者にＧＰＳ端末を配布して、除雪稼働状況をリアルタイ
ムに把握することができる。また、ＧＰＳ情報をもとにシステ
ムに除雪稼働時間が自動入力され、除雪作業報告書から
支払書類まで自動作成されることから、事務作業が大幅に
軽減できる。
◆導入による削減効果（時間）　50時間

【除雪車両運行管理システム】
　・ＧＰＳ端末装置　5台リース
◆導入による削減効果（時間）　50時間

　令和2年1月以降に新型コロナウイルス感染症が拡大し、
今後も人と人との接触機会を減らす「新しい生活様式」を
取り入れた事務事業の実施を図る必要があることから、パ
ソコンやタブレット端末等を活用した遠隔地とのオンライン
会議システムの導入が地方自治体でも進んでいる。
◆オンライン会議開催数　480回、導入による削減効果
240時間

　令和3年1月26日からPC端末12台によるシステムの運用を開始し、令
和3年度（令和3年4月～令和4年3月）は、延べ1,522回のオンライン会議
を開催した。
◆オンライン会議開催数　1,522回、導入による削減効果　761時間

　令和元年6月に閣議決定された「成長戦略フォローアッ
プ」では「地方公共団体における全ての手続の原則電子
化・ペーパーレス化を実現する」と示されており、印刷関連
コストの削減に向けた取組みの一つとして、電子決裁率
90％を目指す令和4年度までの3年間でペーパーレス会議
を集中的に推進する。
◆パフォーマンスチャージ料　▲1％

　令和3年度開催の次長会議や行財政改革推進本部会議では、各課に
協力いただきペーパーレス会議で実施した。そのおかげで印刷枚数の
うち、モノクロ＠1.3円が6,042千枚（R2対比▲752千枚）の削減ができた。
一方で、単価の高いカラーコピー＠14.0円が1,005千枚（R2対比+243千
枚）の増となっているため、パフォーマンスチャージ料の実績は増額と
なってしまった。
◆印刷枚数　R2　7,557千枚、　R3　7,048千枚（▲509千枚、▲6.7％）
◆パフォーマンスチャージ料　R2　21,447千円、　R3　24,121千円（2,674
千円、12.5％増）
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44 2 3 1 ➀
市役所のあるべき
姿を目指して

人事課 継続 ★

　人事評価における個々
の目標設定基準や、評価
者の評価のバラつきなど
の課題があることから、引
き続いて評価者研修の実
施や評価マニュアルの充
実に取り組むとともに、外
部有識者や他市の先進地
事例などを参考に、人事評
価制度の整備を進める。

45 2 3 1 ②
行財政改革を進め
る職員の意識改革

行政管理
課

継続 ★

　継続して職員の意
識改革に取り組み、
行財政改革の基盤を
醸成する。

46 3 1 1 ①
地域住民の連携推
進（新たな仕組みづ
くり）

市民協働
課

継続 ★

　区長連絡会の開催
各地域3回程度
　住民自治協議会の
活動開始支援

47 3 1 1 ②
市政モニター制度
の充実

企画広報
課

継続 ★

　適したモニター数な
らびに回収率の数値
をもってアンケートを
実施し、行財政改革
の推進に努めたい。

48 3 1 1 ③

補助費等の見直し
（みんなで創るまち
づくり交付金制度の
改定）

市民協働
課

継続 ★

　区長・自治会長会議
または区長連絡会で
の説明等、計画立て
て制度の見直しを進
めていく。

49 3 2 1 ①
外部委託の推進（Ｍ
ＩＣＳセンター運営業
務）

環境政策
課

R５ ★

　令和4年9月末までに、
以前に算定した直営想
定管理経費の積算方法
を見直し検討を行う。

　総合計画に示しているまちづくりの方針、各施策分野に
おける構想など将来目標像の実現を目指し取り組んでい
る。こうした中、現行の本市人材育成基本方針と総合計画
で示す行政経営の推進との関連付けが不十分であるこ
と、また、行財政改革計画、行政評価、職員数適正化計画
などとも整合性・関連性が図れていないことから、人材育
成基本方針ならびに人事評価制度を見直し、人事システ
ムを再構築する。

　評価のバラつきを是正するための評価研修は実施できなかったが、職
員アンケート調査の実施および外部の有識者から現行の評価シートに
対する課題等について意見を聞いたほか、県内の市町の人事評価実
施要領や評価シートの共有と意見交換を行った。
　また、定年延長制度の導入を見据えた高齢期の人事評価について、
評価結果を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用して
いくための手法について課題整理を行った。

　まちづくり担当者会議において、まちづくり担当者が現状制度の課題
を出し合い、他市町の制度の調査等を行った。
◆区自治会長への説明　6回、まちづくり担当者会議における検討開催
7回

　行財政改革は、行政の仕組みや施策を見直し行政シス
テムをより良い形に変えていくことであり、具体的な改革を
推進していくのはあくまでも一人ひとりの職員であることの
再認識を徹底する。
◆グループウェアでの周知　12回、行財政改革推進本部
会議での周知　1回

　「行革の意識改革」と題して身近な事例をインフォメーションを活用して
案内し、若手職員の意識づけに取り組んだ。
　令和3年度は人事課からの依頼で新採職員向けに行財政改革の講座
を実施した。グループワークを通して、自身の業務で効率化できる点に
ついて検討した。
◆グループウェアでの周知　10回、行財政改革推進本部会議での周知
1回

　市内では、高齢化や少子化に伴う人口減少の進行によ
り、集落機能が低下し、住民間の支え合いによる地域活動
の存続が危ぶまれていることから、集落座談会等により課
題認識を共有するとともに、地域自治組織あり方検討委員
会を立ち上げ、住民自治の方向性を明確にして、実践に
結びつける。

　人口減少による集落自治機能の低下に対応するとともに、将来にわたって持続可能
な地域づくりを進めるため、令和2年3月に策定した「高島市地域コミュニティ推進指針」
に基づき取り組みを進めた。
①区長連絡会
　令和3年4月から中学校区を単位に設置した区長連絡会を開催し、区・自治会間の情
報交流と連携意識の醸成を図った。
②住民自治協議会
　将来にわたって持続可能な地域づくりを進めるため、住民主体による新たな仕組みと
して、令和3年11月から順次、住民自治協議会が中学校区に設立され、令和4年度4月
からの活動開始に向けて計画づくりを進めている。

　市の施策や市民生活に関わる課題に対し、市民の意識
や満足度などを把握するための市政モニター制度を導入
していく。
　より多くの市民から意見等が得られるよう、モニターの増
員を視野に入れ取り組みを進める。
　（サンプリング調査：許容誤差5％、信頼レベル95％）
◆モニター登録者数　400人、アンケート実施回数　4回、
回収率　70％

　モニター登録者453名に対してアンケートを4回実施し、計画見直しや政策立
案へ反映させる取組みを行った。
　令和3年 5月　男女共同参画に関するアンケート
　　　　　　  8月　エネルギー施策に関するアンケート
　　　　　　12月　生涯学習に関するアンケート
　令和4年 2月　市のホームページおよび広報誌に関するアンケート
◆モニター登録者数　453人、アンケート実施回数　4回、回収率　46％

　平成29年10月より稼働しているMICSセンターについて、
安定的な受入れ態勢を構築し、安定稼働を確立したうえで
運転体制の見直しを行う。
　また、その後においては高島浄化センターと投入基準
（希釈倍率）を調整するなど、連携を図っていく必要がある
ことから、運転業務の外部委託を視野に入れた体制の検
討を行う。

　令和3年10月26日および令和4年2月15日に、一般廃棄物処理業等（し
尿・浄化槽汚泥）の合理化にかかる第5次高島市合理化事業計画策定
について、㈱日映今津と協議を行った。
　協議結果、業務委託に際して委託金額については、市と㈱日映の双
方で更に検討を重ね、相互調整を行う必要があるとされた。

　交付金は区や自治会が身近な地域課題を自主的に解決
するための重要な財源となっている一方で、自治会等の運
営費など必ずしも地域の課題解決につながっていない使
途事例が3割程度見受けられるため、地域加算のあり方や
使途等の明確化など制度の抜本的な見直しを行う。
◆区自治会長への説明　6回、まちづくり担当者会議にお
ける検討開催　6回
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50 3 2 1 ②
外部委託の推進（地
域包括支援センター
業務）

地域包括
支援課

継続 ★

　南部地域を担当する委
託型地域包括支援セン
ターの設置に向けて候補2
法人との協議を進めるとと
もに、地域包括支援セン
ター機能強化検討会や運
営協議会において外部委
員の意見を聞きながら進
める。

51 3 2 1 ③
外部委託の推進（公
金収納業務）

会計課 R４ ★

　公金収納サービスの導
入に向けたシステム開発、
運用及び財務会計システ
ムとのサービス連携に向
けた取組を行うため、指定
金融機関である滋賀銀行
及び三重電子計算セン
ターとそれぞれ契約を結
ぶ。

52 3 2 1 ④
外部委託の推進（学
校給食センター調理
業務）

学校給食
課

R６ ★

　今後、3センターの外
部委託の更新時期を迎
える令和6年8月を目途
に、すべての学校給食
センターにおいて、外部
委託による安定した学
校給食の提供を行う。

53 3 2 1 ⑤
外部委託の推進（各
種イベント）

観光振興
課

継続 ★

　ペーロン大会について
は、新型コロナウイルス感
染症の感染拡大を受けて
令和2年度、3年度と2年連
続で開催中止になってお
り、実務的な部分での引継
ぎに課題がある。令和4年
度については、大会の有
無にかかわらず実務的な
引継ぎが行えるよう実行委
員会との調整を進めてい
く。

54 3 2 1 ⑥
指定管理者制度の
適正運用（体育施設
への導入と拡大）

市民ス
ポーツ課

継続 ★

　令和4年9月末を目途に、
新旭地域の体育施設にお
ける標準的経費や業務仕
様書など各種データ整理
を行うとともに、スポーツ協
会の体制強化および令和
6年度以降の指定管理者
制度の導入等について市
スポーツ協会と協議を行
う。

　地域包括ケアシステムの施策推進を主に担い、総合的
に支援を行う基幹型地域包括支援センターと、担当圏域
の総合相談支援や包括的・継続的ケアマネジメントを主と
する地域包括支援センターを2か所設置し、増加する要支
援高齢者の支援体制を充実させる。なお、地域包括支援
センターは外部委託することとし、受託先となる市内法人
等の専門職の確保に向けた取組みを進める。

　【北部地域担当　委託型地域包括支援センターへの支援】
〇地域包括支援センターの運営方針を決定し、委託先事業者に通知
〇基幹型地域包括支援センター担当者による委託型地域包括支援センターに対する
後方支援
〇地域包括支援センター運営協議会（年2回）での事業計画および実施状況の報告
　【南部地域担当　委託型地域包括支援センターの設置に向けた取組み】
〇市内5社会福祉法人に、地域包括支援センターの受託に関する意向調査の実施。
〇市内2法人と地域包括支援センターの委託に関する協議の実施。

　これまで直営で管理運営をしてきた安曇川地域、今津地
域、新旭地域の体育施設について、更なる利活用と利用
者サービスの向上を目指し、指定管理者制度を導入する。
◆スポーツ団体との協議　4回

　安曇川総合体育館定例会議等を通じて運営状況を確認するとともに、
市スポーツ協会の体制強化および新旭地域の直営体育施設への指定
管理者制度の導入等について、市スポーツ協会と意見交換（4/2、
9/15、12/15、3/22）を行った。
◆スポーツ団体との協議　4回

　広域共同クラウドの運用に併せて、指定金融機関である滋賀
銀行の公金収納サービスを導入する。これにより、収納済通知
書のＯＣＲ処理とデータ化による事務の合理化を図る。
（県内の状況：Ｈ30までに県内5市で導入済み、Ｒ1に2市、Ｒ2に２
市にて導入予定）
　　・収納済通知書データ化（ＯＣＲ処理）
　　※ＯＣＲ対応できない収納金は会計課で処理。
◆公金収納サービス導入に向けた対象会計、納付書等の検討
協議　3回

　公金収納サービスを利用するための環境を構築し、基幹業務システムや財務
会計システムとデータ連携を図るため、ベンダー会議（Ｒ3.9.8、 Ｒ3.12.8）を行
い、システム間の調整を行うとともに、各納付書の要件・コード番号等の調整を
行った。
◆公金収納サービス導入に向けた対象会計、納付書等の検討協議　3回

　市内4つの学校給食センターのうち、マキノ・安曇川・新
旭については、調理等の業務を外部委託している。今後、
安定的な学校給食を提供するため、3つのセンターの外部
委託の更新時期となる令和6年度を目途に、現在直営であ
る今津の外部委託に向けて、正職調理師の人事配置に配
慮しつつ、検討を進める。

○安曇川学校給食センター調理等業務委託のため第2回プロポーザル
審査委員会（6/21）【第1回目　 Ｒ3．1．26】を開催。令和3年8月1日に業
者を選定し委託更新を行い、安定して学校給食が提供できる体制を整
えた。
○市内4つの学校給食センターの今後の方向性について、関係機関、
関係者等と協議を重ね、令和6年8月から2つの給食センターに集約化
することを決定した。また、運営形態も直営から民間委託することとし経
費削減、事務量の削減に向けて調整を行った。

　市民の交流や観光客の誘致など、それぞれの目標を達
成するために、市内では様々な催しが行われているが、そ
の多くは実行委員会などにより企画・運営されている。
　今後は市が主催しているイベントについては、ノウハウ
のある団体等に委託し、その目標を達成していく。
◆実行委員会等関係者との調整　2回

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けてイベント自体の開催は
中止となったが、ペーロン大会については令和5年度から実行委員会主
体で開催できるよう、団体との調整を進めた。
◆実行委員会等関係者との調整　2回
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55 3 2 1 ⑦
第2期高島市まち・
ひと・しごと創生総
合戦略の推進

総合戦略
課

継続 ★

 令和4年度は、第2期総合
戦略の中間年にあたるた
め、新型コロナウイルス感
染症の影響により生じてい
る目標と現状の乖離や、
令和4年度から推進してい
る「高島リビング・シフト構
想」推進との相乗効果を図
りながら、各課ヒアリングを
通じて戦略の中間見直し
を行い、実効性を高めてい
く。

56 ― ― ― ①
高島市行財政改革
推進計画の進行管
理と評価

行政管理
課

継続 ★

　継続して進行管理・
実態把握に取り組
み、各課が立てた行
財政改革の取組目標
を着実に達成できるよ
う働きかける。

計　　56項目 （未評価　0　件） 5 49 2 0

　県下でも人口減少や少子高齢化が進展している市において、
平成27年度から令和元年度まで推進してきた第１期総合戦略に
続き、令和2年度から「第2期高島市まち・ひと・しごと創生総合戦
略」を引き続き推進し人口減少の抑制を図る。
　第2期総合戦略においては、これまで以上に官民連携や政策
間連携を図るとともに、データを活用した政策立案や未来技術等
の活用による効率的な事業推進を図る。
◆雇用保険被保険者数　9,050人、社会増減　▲180人、
　 出生数　300人

　新型コロナウイルス感染症拡大の下、全国的にも令和3年は戦後最小の婚姻
数となり、本市出生数においても250人水準が続くなど、今しばらく厳しい状況が
予想される。一方で、本市の第2期総合戦略の推進において重点目標とも考え
る社会増減（転入と転出の差）については、社会減を167人にまで抑制し年度目
標を達成できた。
　コロナ禍でも、移住定住コンシェルジュを通じた移住者数は年々増加傾向に
あり、人々の地方への関心や暮らしを見つめ直す意識の変化は、本市にとって
追い風であるとも取れる。こうした変化を見据え、令和3年度には「高島リビン
グ・シフト構想」を策定し、子育て支援についても学校給食費の無償化や在宅育
児支援制度を新たに推進するなど、人口減少を抑制する新たな施策も一方で
は推進できた。
◆雇用保険被保険者数　9,154人、社会増減　▲167人、出生数　247人

　行財政改革を着実に推進していくため、高島市総合計画
や長期財政計画と連動し、また可能な限り数値目標などを
示した具体性のある計画を策定する。
　また、毎年評価を行いその結果については、高島市行財
政改革計画の実績として、市民や学識経験者などで構成
する行財政改革委員会および市議会に報告し、市ホーム
ページにより市民に公表する。
◆Ｂ評価以上　90％

　進捗の中間実績をチェックリスト形式で把握し、各課の進捗について
実態把握に努めた。
　可能な限り数値目標などを示した具体性のある計画を策定し行財政
改革を着実に推進していくため、令和4年度からの取組項目の記載シー
トの様式を見直した。
◆Ａ評価（9.1％）、Ｂ評価（87.3％）、Ｃ評価（3.6％）、Ｄ評価（0％）
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